
   

 

 

 
 
 
 
 
 

厚生労働省が 8 月 29 日に発表した「令和 6 年外国人雇用実態調査」の結果が公表されました。 

この調査は、外国人労働者を雇用する事業所における外国人労働者の雇用形態、賃金等の雇用管理の状況及び

当該事業所の外国人労働者の状況、入職経路、生活状況等についてその実態等を産業別、在留資格別等に明らかに

することを目的として、令和 5 年から実施されています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61317.html 

【調査結果の主なポイント】 

・外国人労働者数は、全体的には、前年から約 22 万人増加し、増加傾向        
・在留資格別にみると専門・技術系への比重が高く、実習・身分系の比率は縮小傾向 
・産業別にみると「製造業」「サービス業」「卸売業、小売業」「建設業」の順に比重が高く、 
上位 4 産業で全体の約 3 分の 2 を占めている 

・賃金や労働時間では、資格区分で賃金格差があり、「実習・特定技能」は相対的に低く、実労働時間も長い傾向。 
・採用動機は「人手不足」が最も多く、課題は言語の壁や在留資格申請の手続きの負担 
・出身国は「ベトナム」が最も多い 
・入職経路は、入職前居住地が日本の場合「友人、知人」、日本以外の場合は「出身国・地域の紹介会社・個人」
が最も多い 
・就労トラブルは 8 割以上が「なし」と回答だが、「あり」では「送出し機関を含めて紹介会社の費用が高かった」
が最も多い 
 

【特定技能人材の活用拡大に伴う待遇改善】 

出入国在留管理庁は、特定技能外国人受入れに関する運用要領を一部改正し、特定技能１号における通算在留

期間の取扱いを変更しました。産前産後休業や育児休業、病気・怪我（労働災害を含む）による休業期間は通算在

留期間に含めないとしていますが、希望する場合は、在留期間満了のおおむね３カ月前に疎明資料を添付のうえ

申請することが必要となります。特定技能２号評価試験の不合格者の在留期間延長も開始され、合格基準点の８

割以上を取得するなどの要件を満たした場合、通算在留期間を６年に伸ばすとしました。 

 

【労働基準法令違反も】 

厚生労働省は 9 月 26 日、全国の労働局や労働基準監督署が令和 6 年に外国人技能実習生または特定技能外国

人を使用する事業場に対して行い、監督指導や送検等の状況をとりまとめ、公表しました。監督指導した事業場の

うち、特定技能外国人については 76.4％（初公表）、技能実習生については 73.2％で労働基準関係法令違反が認

められました。各項目で最も高いものは、以下の通りです。 

・違反事項：「安全基準」（機械等を安全に使用するための措置を講じていない） 
・違反率（監督指導実施事業場に占める違反事業場の割合）：「建設」 
・技能実習生・特定技能外国人からの申告内容：「賃金・割増賃金の不払い」 
・重大・悪質な同法令違反の事案として送検されたもの：「安全基準」 
外国人人材の活用が必須となる中、同様の違反がないよう見直しや改善を行い、適正な労働環境の整備が求め

られます。 
 

※特定技能とは、国内で人材確保が困難な特定の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために令和元年4月に創設された在留資格です。
 この制度は、一定の専門性や技能、日本語能力を持つ外国人が対象で、1号と2号の2種類があります。
※特定技能1号と2号の主な違い

項目    特定技能1号                     特定技能2号
技能水準 相当程度の知識または経験 熟練した技能
在留期間 最⻑5年（更新あり） 上限なし（更新あり、実質無期限）
家族帯同 原則不可 配偶者と子が可能
日本語能力 試験等で確認（技能実習2号修了者は免除） 一部の分野で必要（JLPT N3以上など）
対象分野 12分野（旧14分野） 11分野（介護分野は対象外）
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今まで紙で行われていた、傷病手当金等の協会けんぽの各種申請について、令和 8 年 1 月から電子申請サービ

スの開始が予定されています。被保険者、被扶養者（一部申請に限る）のマイナンバーカード所持者と、社会保険

労務士が利用可能です。※事業主は不可 

 

【電子申請対象の申請書】                          

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/covered_applications/ 

 

【電子申請の利用イメージ】 

事前に、マイナンバーカードの取得と「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。 

① 利用準備 

・利用端末（スマートフォン/タブレット端末/パソコン）を準備。 

・加入者の方は、マイナンバーカードによる認証を行います。 
 

② 申請する 

・協会けんぽホームページにある「電子申請サービス」から手続きを進めます。 

・申請情報の入力、必要な書類のアップロードを行い、申請を完了してください。 

申請に必要な添付書類等はカメラ等で撮影した画像データをアップロードいただく形式となります。 

あらかじめ準備しておきましょう。 

※傷病手当金支給申請書の医師の証明書なども写真に撮って画像データにてアップロードいた

だく形式となります。申請手続きの詳細については確定次第、随時協会けんぽの HP にアップ

されます。 
 

③ 結果等の確認 

・審査結果は、書面で送付します。届いたら内容をご確認く

ださい。 

・審査状況は、随時、電子申請サービス内で確認することが

可能です。 

・申請内容に不備があった場合は、郵送でお知らせするとと

もに、電子申請サービス内で申請データ等を返却します。

（一部の申請では、郵送によるお知らせのみです。） 

 なお、再申請する場合などは、返却した申請データを利用して再申請することが可能です。 

 
 

 
 
 

かねてよりお知らせしておりました通り、マイナ保険証・資格確認書へ完全移行となり、従来の健康保険証は 

令和 7 年 12 月 2 日以降使用できなくなりますので、ご注意ください。今後医療機関を受診される際は、マイナ

保険証または資格確認書をご利用いただくことが基本となります。 

マイナ保険証を利用することで、個人同意のもと医師等が過去の診療情報、お薬情報や特定健診の結果を正確

に確認できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることが可能となり、お薬の飲み

合わせや分量を調整してもらうことも可能となります。マイナンバーカードの申請方法や、マイナ保険証の利用

方法は、以下をご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html  

 

 

協会けんぽでの電子申請開始 

マイナ保険証・資格確認書への完全移行について 



 

 

 

茨城・土浦労働基準監督署は、事業場が就業規則を変更する際に、過半数代表者を適正に選出せず、意見を聴取

しなかったとして、労働基準法第 90 条（作成の手続）違反の疑いで水戸地検土浦支部に書類送検しました。 

【概要】 

就業規則の変更手続きが行われていた令和 6 年 3～4 月ごろ、事業場側が一方的に指名した者を過半数代表者

として意見聴取を実施し、労働基準監督署へ就業規則の変更を届け出ていました。しかし過半数代表者が民主的

な方法で選出されていない者であったことから、土浦労働基準監督署は「労働者の過半数の代表者を適正に選出

せず意見聴取が適正に行われていない」と判断し、就業規則の変更手続きを無効にしました。さらに同時期に締結

された 36 協定（時間外・休日労働に関する協定）についても、同様の方法で過半数代表者が選出されていたた

め、無効とされました。 

労働基準法第 90 条は、使用者は就業規則の作成または変更を行う際、労働者の過半数で組織する労働組合が

ある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないと定めていま

す。今回の事案では、事業場が民主的な手続きを取らずに、使用者側が一方的に過半数代表者を指名して意見聴取

を実施した点が問題視されました。 

近年、労働基準監督署の臨検調査でも、この過半数代表者の適正な選出手続きが強く求められるようになって

います。適正な選出手続きを踏まないと、就業規則の変更手続や 36 協定が無効と判断されるリスクがあるため

注意が必要です。過半数代表者の選出方法は最低限、労働基準法施行規則に基づき、次の要件を満たす必要があり

ます。 

・事業場の全従業員の過半数を代表していること 

・選出する目的を明らかにした上で、すべての労働者が参加した民主的な手続きで選出されていること(会社の指

名など、使用者の意向によって選ばれた場合は、従業員代表とは認められません) 

・労働基準法第 41 条第 2 号に規定する管理監督者でないこと 

 
 
 
 
 

全国健康保険協会（協会けんぽ）が公表した令和６年度の現金給付状況によると、精神疾患を理由とする傷病手

当金の支給件数は、前年度比１万 513 件（17.6％）増の７万 339 件となり７万件を超えました。これは全支給

件数の約４割（39.1%）を占め、金額ベースでも 43.7％となっています。支給総額も 341.9 億円（前年比 44.8

億円増）に達し、コロナ禍の令和４年度を上回る水準となっています。 

性別では、３年度以降、女性の支給件数が男性を上回っており、女性の金額ベースで占める割合は 49.2％と、

全体の半数に迫っています。傷病別の件数を都道府県別にみると、全都道府県で精神疾患がトップとなりました。

精神疾患が占める割合は、東京が 51.1%、愛知が 41.9%、大阪が 45.3%、福岡が 38.1%と、地方に比べて都

市部の割合が高くなる傾向にあります。業種別の被保険者千人当たりの支給件数は、運輸・郵便が 9.96 件で最

多、医療・福祉が 9.12 件と続き、令和 5 年度に 15.19 件で最多だった公務は 2.19 件で最も少ない業種となり

ました。 

こうした状況を踏まえると、企業には、職場のメンタルヘルス対策の再点検や、早期発見・早期フォローの仕組

みづくりが一層求められます。また、復職支援や働き方の柔軟性確保など、社員の健康維持と就労継続を両立させ

る取り組みの強化が重要となっています。 

企業におけるメンタルヘルス対策は重要な経営課題として認識されていますが、実際の職場においては、その

対策が形骸化し、十分な効果を上げていないケースも少なくありません。これらの課題への取り組みの一環とし

て、弊所・社労士法人あかつきは、事務局として日本産業保健法学会が新たに構築した認証スキームであ

る「個性的な心の健康対策を実施する優良企業認証（略称：さんぽほう認証）」に参画しております。 

ご関心がおありになる方は、是非、弊所担当者までお気軽にお問合せいただければと存じます。 

 

就業規則変更 意見聴取せず送検 

傷病手当金 精神疾患 7 万件超で 1 万件以上の増加 職場対応が焦点に 



 
 

 

 

労働政策研究・研修機構（JILPT）が発表した「仕事と育児の両立に関する意識調査（速報）」によると、20 代

から 30 代の男女の多くが、将来の子育てと仕事の両立に不安を感じ、特に男性は「職場で育児休業を取りにく

い」との回答が目立ち、制度は整っていても実際には利用しづらい現状が浮き彫りになりました。一方、女性は

「出産後にキャリアを維持するのが難しい」「職場復帰後の働き方に制約を感じる」といった声が多く、男女で異

なる問題が存在していることが分かりました。 

また、調査では育児休業制度自体の認知度は高いことが示されましたが、実際に利用するハードルが高い理由

として「周囲への気兼ね」や「業務の引き継ぎが難しい」「上司や同僚の理解が得られない」といった職場環境に

関する要因が多く挙げられています。育児の「共育て」に関する意識の調査では、「共育てをしたいが、実現のた

めには社会や職場の支援が必要だと思う」と答えた人が 64.8％、「共育ては家庭にとって理想的である」と答え

た人が 58.2％にも上ることから、若年層では夫婦共に子育てをしたいとの意識と願望が強いことが分かりまし

た。回答者の多くが「在宅勤務や短時間勤務など柔軟な働き方の拡充」や「育児中の社員が不利にならない人事評

価制度の整備」を求めており、制度整備に加え、職場全体で育児を支える意識が必要と考えられます。 

 

 
 

 
 

厚生労働省は、令和 8 月４月１日より、被扶養者の認定手続きに係る「年間収入」の取り扱いについて、 

以下のように発表しました。※以下、被扶養者として届出をし審査を受ける者を「認定対象者」と表記 

従来 令和 8 年４月１日以降 

 
 
 
認定対象者の過去の収入、現時点の収入または 
将来の収入見込みなどから今後 1 年間の収入の 
見込みにより判定 

労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が 
130 万円※未満であり、かつ、他の収入が見込まれな
く、以下①②に該当する者は被扶養者に該当するもの
として取り扱う。 
①認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
には、被保険者の年間収入の２分の１未満であると認
められる場合 
②認定対象者が同一世帯に属していない場合には、 
被保険者からの援助額に依る収入額より少ない場合 

上記認定を行う場合には、認定者は労働条件通知書等労働契約の内容がわかる書類の添付及び、他の収入はな

い旨の申し立てを経て確認し、行う必要があります。被扶養者の認定の適否に係る確認時において、当初想定され

なかった臨時収入により、結果的に年間収入が 130 万円※以上の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥

当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はないとしていま

す。※60 歳以上は 180 万円、19 歳以上 23 歳未満は 150 万円 

 

 

 
  

第 5 回の情報交換会を令和 8 年 1 月に開催予定です。引き続き、ワークエンゲージメントのテーマ及び従来か

らのメンタルヘルス対応等についても情報交換を予定しています。また、ワークショップ参加者の親睦を深める

ために、簡単な会食も企画しております。奮ってご参加ください。 

若年層の高い育児への意識と育児休業の不安 職場環境に課題 

令和８年４月より被扶養者認定に係る「年間収入」の取り扱いが変わります 
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ご不明な点や詳細は 

担当者まで 

お問い合わせください。 

 

情報交換会第５回 開催予定 


